
稲美町国民保護協議会運営要綱 

 

平成18年８月30日

要綱第28号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、稲美町国民保護協議会条例（平成18年稲美町条例第１号。以下「条例」

という。）第５条の規定により、稲美町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会長の職務代理） 

第２条 条例第３条の会長があらかじめ指名する委員は、稲美町助役の職にある委員とする。

ただし、助役に事故があるとき又は助役が欠けたときは、町長の職務を代理する者の順位

に関する規則（昭和56年稲美町規則第11号）に規定する順位によるものとする。 

（会議の公開） 

第３条 協議会の会議は、原則として公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合で、

協議会において公開しないと決めたときは、この限りでない。 

 (１)  稲美町情報公開条例（平成12年条例第31号）第７条各号に該当すると認められる情

報について審議等を行う場合 

(２)  会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれると認めら

れる場合 

２ 会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（会議録） 

第４条 会議を開いたときは、その概要について、会議録を作成するものとする。 

２ 前項の会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(１)  開催日時及び場所 

(２)  出席委員の氏名 

  (３)  会議の経過の概要 

（委員の代理） 

第５条 委員が、事故その他やむを得ない理由により協議会に出席できないときは、その委

員が指名する代理者を出席させることができる。 

２ 前項の代理者は委員とみなす。 

 （庶務） 

第６条 協議会の庶務は、経営政策部において処理する。 

（補則） 



第７条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年８月28日から施行する。 


